
家庭学習⽀援員
の派遣
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⼼理学を学ぶ⼤学院⽣を「家庭学習を⽀援するためのスタッフ
(家庭学習⽀援員)」としてご家庭に派遣し、ご⾃宅における学
習サポートを⾏います。
学習を通した他者との関わりの中で、お⼦さんの⼼理⾯へのサ
ポートを⽬指します。

私たちの取り組みの中で出会うお⼦さんの中には、さまざまな要因のために「学習」

から⾜が遠のきがちなお⼦さんがおられます。

しかし、「学習」を通してこそ感じる⾃分⾃⾝や他者との関わり合いがあり、そうした

体験を積むことは、発達の上でとても⼤切なことであるともいわれています。

家庭学習を通したお⼦さまのサポート

お⼦さんへの学習サポートと並⾏し、カウンセリングルーム
「こだち」において、定期的に保護者相談をお受けします。
お⼦さんへの全体的な⽀援について、当法⼈の相談員が保護者
の皆さまとともに考えていきます。

相談員による
保護者相談

2

ご家庭に派遣する｢家庭学習⽀援員｣は、当法⼈の相談員による
指導や研修会への参加を必須としています。
お⼦さんのさまざまなニーズに寄り添えるよう、家庭学習⽀援
員はさらなる資質向上に努めます。

家庭学習⽀援員
の資質向上
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お⼦さん

保護者の皆さま

当法⼈の相談員家庭学習⽀援員

お⼦さんについての
⾯接相談・情報交換

学習サポート

指導・助⾔

を扱うことは現実 を扱うことである⼼ー ー

※臨床⼼理⼠／公認⼼理師�有資格者



実費

家庭学習⽀援
利⽤料

年会費 5,000円

120分コース 7,500円

継続保護者⾯接�相談料 4,000円

※1

�90分コース 6,000円

�60分コース 5,500円

※2

教材料
※3

(1回)

ご利⽤について

ご利⽤の流れ

本事業は⼩学⽣∼⾼校⽣のお⼦さんを対象としています。
ご利⽤は1回60分∼120分、⽉曜⽇∼⼟曜⽇のうち、ご都合のよい曜⽇・時間帯
です。

※1 利⽤料には交通費も含まれます。コースは
相談員・⽀援員と相談の上決定します。

※2 本事業をご利⽤中は、2ヶ⽉に1回以上の継
続的な保護者相談をお願いしております。
なお、初回受付時のカウンセリングルーム｢こだ
ち｣における相談料⾦は別途発⽣します。

※3 使⽤する教材はご家庭で⽤意をお願いして
います。学校で使⽤されている教科書等でも構い
ません。⽀援員と相談の上、新たに教材を購⼊す
る場合には、別途実費をいただきます。

STEP

1
お電話による受付

保護者の皆さまより、まずはお電話にてお申し込みいただきます。
その際、他の相談機関を受診中の⽅は、必ずお申し出ください。

初回⾯接・導⼊の検討
当相談室にて相談員がお話をお伺いしながら、家庭学習⽀援の導⼊についてご⼀緒に
検討いたします。お⼦様にとって、家庭学習⽀援のほかに、より良い⽀援の⽅法があ
りましたらそちらを紹介させていただく場合もございます。

STEP

2

顔合わせ・⽇程調整
家庭学習⽀援員の派遣が適切と思われる場合に、当相談室にて顔合わせを⾏い、家庭
学習⽀援員をご紹介いたします。その際に、ご家庭と⽀援員とで⽇程などの調整をし
ていただきます。

STEP

3

家庭学習⽀援員派遣開始・保護者継続⾯接
顔合わせの際にお約束した訪問⽇時に、担当の⽀援員がご家庭に伺います。2回⽬以降
は、決められた曜⽇・時間帯を基本に、担当⽀援員と⽇程調整を⾏ってください。
保護者の⽅は、2ヶ⽉に1度を基本に保護者担当相談員との⾯接を⾏っていただきま
す。当相談室にてお⼦様のご様⼦を定期的に伺うことで、より良い⽀援の⽅法につい
て共に考えてまいります。

STEP

4

ご不明な点などございましたら
お電話�(092-832-1345)�にて�お気軽にお問い合わせください

詳しい内容は�ホームページにも掲載しておりますので�ご覧ください�

（家庭学習⽀援員との事前の調整が必要となります）


